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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１８日 １２時３０分ごろ 

発生場所 香川県土庄
とのしょう

町豊
て

島北西岸北方沖 

家
いえ

浦
うら

港中央一文字防波堤西灯台から真方位２６１°１,３５０ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°２９.４′ 東経１３４°０２.７′） 

事故の概要 水上オートバイ T
ティ

-FLASH
フラッシュ

Ⅲは、錨泊中、また、水上オートバイGEN
ゲ ン

は、遊走中、両船が衝突した。 

T-FLASHⅢは、同乗者が負傷し、左舷船尾部に凹損を生じ、また、

GEN は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ T-FLASHⅢ、０.１トン 

２７１－３６６０８岡山、株式会社坪井 

２.７１ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、７５.００kＷ、平成１８年８月 

Ｂ 水上オートバイ GEN、５トン未満 

２７２－２１２７８岡山、株式会社ゲン設計 

２.７０ｍ（Lr）×１.０８ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１０６.６０kＷ、平成１３年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年６月２８日 

免許証交付日 平成２５年６月２８日 

          （平成３０年６月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年６月２８日 

免許証交付日 平成２５年６月２８日 

          （平成３０年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（同乗者Ａ） 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に凹損 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約３.８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、豊島北西岸の砂浜の水際から約５ｍ、水深約１ｍの

場所で、エンジンを停止し、船首を北東方に向け、船尾からアンカー

を海中に投下して錨泊し、浮体をえい
．．

航して遊走する準備をしてい

た。 

Ａ船は、船長Ａが、操縦席に腰を掛け、顔を右舷側の砂浜の方に向

け、複数の知人が浮体に乗り込むのを見ていて何気なく左舷側を振り

向いたところ、至近に迫ったＢ船を認めたが、どうすることもでき

ず、平成２８年７月１８日１２時３０分ごろ、Ａ船の左舷船尾部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、右舷側に横転した。 

同乗者Ａは、Ａ船の後部座席に腰を掛け、体を右側にひねってＡ船

の後方付近を見ていたところ、衝撃を感じて右舷側に投げ出された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、豊島北西岸北方沖で遊走してい

たところ、Ａ船に水しぶきを掛けようと思い、約４０～４５km/hの対

地速力でＡ船に向かって航行した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船との距離が約１０ｍとなったので、アクセ

ルレバーから指を離してハンドルを左に切り、すぐにアクセルレバー

を引き、加速してＡ船に水しぶきを掛けようとしたものの、思うよう

な左転ができずにＡ船に接近し、Ａ船との衝突の危険を感じてアクセ

ルレバーを引いた状態でハンドルを右に切ったとき、急に加速してＡ

船と衝突した。 

船長Ｂは、痛みを訴える同乗者Ａを見て、仲間が操船するプレジャ

ーボートに同乗者Ａを乗せて岡山県岡山市所在のマリーナまで運び、

仲間のうちの１人が海上保安庁に本事故の発生を通報するとともに救

急車を要請した。 

同乗者Ａは、病院に搬送され、左下腿
か た い

打撲傷等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ａは、会社関係の知人同士で、他の家族

等を含めた総勢１４～１７人のグループとしてＡ船、Ｂ船及びプレジ

ャーボート２隻に分乗して岡山市所在のマリーナから豊島北西岸の砂

浜に遊びに来ていた。 

船長Ａは、Ａ船の船尾からロープで繋
つな

いだ状態の浮体を砂浜に置

き、複数の搭乗者のうちの１人が救命胴衣を着用することに手間取っ

ているのを見ていたが、搭乗者が搭乗し終えてからＡ船に乗船すれば
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良かったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、小型船舶操縦免許を取得してから約３年で、Ｂ船を操縦

した経験が約４０～５０回あり、これまでに水しぶきを掛けるような

行為を何回か行ったことがあったが、本事故後、Ａ船に水しぶきを掛

けるような行為を行わなければ良かったと思った。 

Ｂ船は、シーズンオフには船舶修理業者によるメンテナンスが行わ

れていたが、今年初めて操縦した本事故当日は、エンジンの掛かりが

悪かった。 

船長Ｂは、豊島到着時にＢ船の試運転を行った際、思うように加速

しないので調子が悪いと感じていたが、本事故前の遊走中はふだんの

調子に戻ったと思った。 

船長Ａは、本事故以前にＡ船及びＢ船のエンジン等の調子が悪いと

感じられた時は自らが調整を行っていたが、本事故当日は、Ｂ船の調

子が戻ったと思い、調整を行わなかった。 

船舶修理業者は、毎年、Ａ船及びＢ船のエンジンを分解して高圧洗

浄し、プラグ及びバッテリーを新替えしていた。 

船舶修理業者は、本事故後、Ｂ船の不具合を調査したところ、燃料

油管に詰まりが生じて十分な燃料油がエンジンに達していないものと

思った。 

船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ａは、いずれも救命胴衣を着用してお

り、アルコール類を摂取していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、豊島北西岸北方沖において、錨泊中、船長Ａが右舷方に顔

を向け、知人が浮体に乗り込むのを見ていたところ、Ｂ船が衝突した

ものと考えられる。 

Ｂ船は、豊島北西岸北方沖において、遊走中、船長ＢがＡ船に水し

ぶきを掛けようとして接近した際、思うような加速及び左転ができな

かったことから、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本事故当時、燃料油管に詰まりが生じて十分な燃料油がエ

ンジンに達していなかったことから、思うような加速及び左転ができ

ず、Ａ船との衝突の危険を感じてアクセルレバーを引いた状態でハン

ドル操作を行ったところ、急に加速した可能性があると考えられる

が、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、豊島北西岸北方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が遊走

中、船長Ｂが、Ａ船に水しぶきを掛けようとして接近した際、思うよ

うな加速及び左転ができなかったため、両船が衝突したものと考えら

れる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・遊泳者や他船に水しぶきを掛けようとするなど危険な操縦及び航

行をしないこと。 

 ・エンジンに不具合を感じたら運航を中止し、整備を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

家浦港中央一文字防波堤西灯台 

香川県土庄町豊島 

事故発生場所 

（平成２８年７月１８日 

１２時３０分ごろ発生） 

Ａ船（錨泊中） 

豊島北西岸の砂浜 

岡山県岡山市 マリーナ 

小豆島 

豊島 

Ｂ船 

香川県高松市 


